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○倫理審査委員会規程 

平成18年3月7日 

教授会制定 

 

第1条 委員会規程第2条に基づき、倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

第2条 委員会は、社会的コンセンサスが必要とされている実験・調査研究における生命倫

理、ライフサイエンスに係る安全対策・取組み並びに微生物、毒物・劇物等の管理、安全

確保及び実験装置等の適正な管理を図ることを目的とする。 

第3条 委員会は、次の事項について審議する。 

(1) ヒトを対象とした研究等の実施計画に基づく倫理上の審査に関する事項 

(2) ヒトゲノム・遺伝子解析研究計画の審査、研究の変更及び中止に関する事項 

(3) 遺伝子組換え実験等の計画の審査、研究の変更及び中止等に関する事項 

(4) 人体機能測定装置等の使用統制及び安全に関する事項 

(5) 毒物及び劇物等の取扱に関する事項 

(6) 動物実験計画の審査、研究の変更及び中止に関する事項 

(7) 医用廃棄物及び実験廃棄物の取扱、処理に関する事項 

(8) 微生物の取扱に関する事項(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律(平成10年法律第114号)で規制される特定病原体等は取扱わないものとする。ただ

し、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除

く。) 

(9) 緊急事態に対応する措置に関する事項 

第4条 委員会は、次の号に掲げる者をもって組織し、学長が委嘱する。 

(1) 副学長 

(2) 研究科長 

(3) 総合スポーツ科学研究センター長 

(4) 体育研究所長 

(5) オリンピックスポーツ文化研究所長 

(6) スポーツ危機管理研究所長 

(7) その他学長が必要と認めた者 若干名 

第5条 必要に応じ委員会に、重要事項を審議するため専門委員会を置くことができる。 

第6条 委員会の庶務は、総合スポーツ科学研究センター事務室及び管理部施設課が処理す
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る。 

第7条 この規程の改廃は、学部長会の議を経て学長が行う。 

附 則 

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 

2 医用・実験廃棄物取扱内規(平成9年10月13日学長裁定)第4条による医用・実験廃棄物管

理委員会は廃止する。 

3 人間を対象とした研究に関する倫理委員会規程(平成9年10月13日教授会制定)は廃止す

る。 

4 動物実験委員会規程(平成9年10月13日教授会制定)は廃止する。 

5 人体機能測定装置等管理規程(平成9年10月13日教授会制定)は廃止する。 

附 則 

この規程は、平成18年6月7日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成19年10月17日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則 

(施行日) 

この規程は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則 

(施行日) 

この規程は、平成26年6月4日から施行する。 

附 則 

(施行日) 

この規程は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則 

(施行日) 
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則 

(施行日) 

この規程は、平成30年4月1日から施行する。 


